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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

 

回次
第52期

第３四半期連結
累計期間

第53期
第３四半期連結
累計期間

第52期

会計期間

自　平成22年
　　10月１日
至　平成23年
　　６月30日

自　平成23年
　　10月１日
至　平成24年
　　６月30日

自　平成22年
　　10月１日
至　平成23年
　　９月30日

売上高 (千円) 14,636,87013,039,32918,977,597

経常利益 (千円) 915,450 641,428 830,759

四半期(当期)純利益 (千円) 601,144 61,780 477,253

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 618,539 90,872 484,679

純資産額 (千円) 9,379,4289,234,0079,245,567

総資産額 (千円) 16,391,98016,812,52816,458,925

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 29.42 3.02 23.36

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 57.2 54.9 56.2

 

回次
第52期

第３四半期連結
会計期間

第53期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自　平成23年
　　４月１日
至　平成23年
　　６月30日

自　平成24年
　　４月１日
至　平成24年
　　６月30日

１株当たり四半期純利益
金額

(円) 5.90 1.99

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりませ

ん。

２  売上高には、消費税等は含まれておりません。

３  潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４  第52期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計

基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要

な変更等があった事項は以下のとおりであります。なお、文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期

間の末日現在において当グループが判断したものであります。

(1) 厚生年金基金の影響について

当社が加入する長野県建設業厚生年金基金(以下「基金」という)は、総合設立型基金として昭和62年11月に

設立され、当社は基金設立時より加入しています。基金に関し、現状において当社が認識するリスクとしては、以

下のものが挙げられます。

 

①　予定利率を下回った場合の業績の変動リスク

基金は代行部分の予定利率を5.5％で想定されて年金給付が決められているため、基金の運用利回りが低

下した場合に、最終的な補填を加入企業が行うこととされています。既に予定利率を大幅に下回っているた

め掛金の引き上げを数度に及び実施しており、当社の直接的な業績とは関係ないところで、業績変動リスク

を抱えているということになります。

②　脱退企業の増加による負担の増大リスク

基金から脱退した事業所がでた場合、過去に加入していた年金受給者を含めて扶助していく枠組みと

なっており、今後当社の負担が増加することが予想されます。

 

(2) 県営春近発電所にての施設冠水事故について

平成23年４月17日当社配管工事施工箇所付近における配管の破断により、県営春近発電所冠水事故が発生し

ました。現在、長野県企業局が県建設工事紛争審議会に調停を申請しております。

本件に関し、今後訴訟提起の可能性があります。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結累計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要や政府の景気刺激策の実施等に

より、国内景気はやや持ち直しの動きが見られました。

しかしながら、長期化する円高、株価の乱高下、欧州諸国での債務危機、中国などの新興国の成長鈍化などの要

因もあり、景気の下振れリスク、産業の空洞化のリスクが高まるなど、依然として不透明な状況が続いておりま

す。

当社グループが中核事業としている建設業界におきましては、当地区における公共工事について、一部持ち直

しはあるものの低調に推移し、民間投資も引き続きの円高等による先行き不透明感から慎重な姿勢が続き、依然

として価格競争が激しい状況で推移しております。
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このような環境下にあって、当社グループの当第３四半期連結累計期間における連結売上高13,039百万円(前

年同四半期比10.9％減)となりました。

損益面につきましては、営業利益601百万円(前年同四半期比28.1％減)、経常利益641百万円(前年同四半期比

29.9％減)、四半期純利益61百万円(前年同四半期比89.7％減)となりました。

 

セグメントの業績は次のとおりです。

①　建設事業

完成工事高10,244百万円(前年同四半期比2.0％増)、営業利益418百万円(前年同四半期比164.9％増)とな

りました。

 

②　エンジニアリング事業

完成工事高1,208百万円(前年同四半期比16.7％増)、営業利益87百万円(前年同四半期比45.7％減)となり

ました。

 

③　開発事業等

開発事業等売上高2,274百万円(前年同四半期比42.8％減)、営業利益169百万円(前年同四半期比69.2％

減)となりました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び

新たに生じた課題はありません。

 

(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は11百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の状況に重要な変更はありませ

ん。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 82,000,000

計 82,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 21,103,51421,103,514

東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式です。
単元株式数は、500株です。

計 21,103,51421,103,514― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成24年４月１日～
平成24年６月30日

― 21,103,514 ― 2,888,492 ― 1,995,602

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前基準日(平成24年３月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

   平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　674,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

20,329,000
40,658 同上

単元未満株式
普通株式

100,514
― 同上

発行済株式総数 21,103,514― ―

総株主の議決権 ― 40,658 ―

(注) １  「完全議決権株式(その他)」の欄には証券保管振替機構名義の株式が4,500株(議決権９個)含まれております。

２  「単元未満株式」には、当社所有の自己株式が285株、証券保管振替機構名義の株式100株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成24年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ヤマウラ

長野県駒ヶ根市北町
22―１

674,000 ― 674,000 3.20

計 ― 674,000 ― 674,000 3.20

(注)  当第３四半期会計期間末日現在の保有自己株式数は、674,885株であります。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成24年４月１日から平

成24年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年10月１日から平成24年６月30日まで)に係る四半期

連結財務諸表について、誠栄監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 1,964,766 2,128,210

受取手形・完成工事未収入金等 1,893,048 ※1
 1,972,427

販売用不動産 3,927,238 4,243,864

未成工事支出金 902,727 538,388

開発事業等支出金 1,321,597 1,542,376

材料貯蔵品 25,101 25,701

その他のたな卸資産 695 455

その他 800,513 1,580,248

貸倒引当金 △190,863 △192,593

流動資産合計 10,644,824 11,839,077

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 2,622,996 2,339,309

土地 1,425,815 1,204,744

その他（純額） 216,402 198,920

有形固定資産合計 4,265,213 3,742,974

無形固定資産 248,573 221,199

投資その他の資産

その他 1,384,590 1,098,116

貸倒引当金 △84,275 △88,839

投資その他の資産合計 1,300,314 1,009,276

固定資産合計 5,814,101 4,973,450

資産合計 16,458,925 16,812,528

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 2,676,023 ※1
 3,791,262

短期借入金 1,800,000 1,500,000

未払法人税等 101,784 －

未成工事受入金 1,144,178 835,330

賞与引当金 120,000 175,000

訴訟損失引当金 386,288 －

引当金 245,948 181,294

その他 348,147 387,749

流動負債合計 6,822,370 6,870,635

固定負債

長期未払金 129,448 139,165

資産除去債務 61,751 62,429

退職給付引当金 25,176 374,497

その他 174,611 131,793

固定負債合計 390,987 707,885

負債合計 7,213,358 7,578,520
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,888,492 2,888,492

資本剰余金 1,995,602 1,995,602

利益剰余金 4,560,289 4,519,923

自己株式 △197,293 △197,577

株主資本合計 9,247,091 9,206,440

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,523 27,567

その他の包括利益累計額合計 △1,523 27,567

純資産合計 9,245,567 9,234,007

負債純資産合計 16,458,925 16,812,528
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高

完成工事高 10,664,061 10,772,334

開発事業等売上高 3,972,809 2,266,994

売上高合計 14,636,870 13,039,329

売上原価

完成工事原価 9,153,781 9,070,199

開発事業等売上原価 3,220,072 1,918,952

売上原価合計 12,373,854 10,989,152

売上総利益

完成工事総利益 1,510,279 1,702,134

開発事業等総利益 752,736 348,042

売上総利益合計 2,263,016 2,050,177

販売費及び一般管理費 1,425,934 1,448,266

営業利益 837,081 601,910

営業外収益

受取利息 41,527 9,461

受取配当金 11,683 12,135

受取手数料 8,492 15,068

受取保証料 － 16,000

保険解約返戻金 28,157 －

その他 13,912 8,143

営業外収益合計 103,774 60,808

営業外費用

支払利息 17,146 14,706

訴訟関連費用 － 6,583

保険解約損 8,257 －

その他 0 0

営業外費用合計 25,405 21,290

経常利益 915,450 641,428

特別利益

賞与引当金戻入額 20,250 －

貸倒引当金戻入額 9,661 －

固定資産売却益 20,538 7,099

受取補償金 － 8,420

その他 15,968 －

特別利益合計 66,417 15,519

特別損失

固定資産売却損 － ※2
 102,807

固定資産除却損 5,352 －

退職給付費用 － ※3
 330,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40,756 －

その他 9,717 －

特別損失合計 55,825 432,807
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年６月30日)

税金等調整前四半期純利益 926,042 224,139

法人税、住民税及び事業税 324,898 162,358

少数株主損益調整前四半期純利益 601,144 61,780

四半期純利益 601,144 61,780
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 601,144 61,780

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 17,395 29,091

その他の包括利益合計 17,395 29,091

四半期包括利益 618,539 90,872

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 618,539 90,872

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 

 
当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年10月１日
至　平成24年６月30日)

１　税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連

結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を

乗じて計算する方法によっておりま

す。

 

【追加情報】

 

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

(法人税率の変更等による影響)

  「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法

律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年10月１日以後に開始する連結会計年度から

法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、当第３四半期連結累計期

間を含む年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の見積実効税率は従来の49.11％から60.82％となり

ます。この税率変更により、未払法人税等は26,246千円増加し、法人税、住民税及び事業税は同額増加しておりま

す。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

※１  四半期末日満期手形の会計処理については、当第３四半期連結会計期間末の末日(平成24年６月

30日)は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。四半期末日満期手形の金額は次のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

(平成23年９月30日)
 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

受取手形 ―  74,842千円

  

      なお、支払手形・ファクタリングにつきましては、通常当期末に満期とすべきものをあらかじめ

平成24年７月２日を満期日として発行したものもありその金額は下記の通りであります。

 

 
前連結会計年度

(平成23年９月30日)
 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

支払手形 ―  111,387千円

ファクタリング ―  407,198千円
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(四半期連結損益計算書関係)

 

  １  当社グループの売上高は、通常の営業形態として、第２四半期連結会計期間と第４四半期連結会

計期間に完成する工事の割合が大きいため、各四半期連結会計期間の業績に季節的変動があり

ます。

※２  固定資産売却損

当第３四半期連結累計期間(自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日)

固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

土地売却損　102,807千円

　

※３  退職給付費用の内訳

当第３四半期連結累計期間(自　平成23年10月１日　至　平成24年６月30日)

当社が加入している総合設立型厚生年金基金が年金資産の一部をAIJ投資顧問株式会社に運

用を委託していたため、将来の追加拠出に伴う損失を見積もり、特別損失に計上しております。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりませ

ん。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次の

とおりであります。

 

前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成23年６月30日)

 
当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成24年６月30日)

減価償却費 191,970千円  185,678千円
  

 

EDINET提出書類

株式会社　ヤマウラ(E00268)

四半期報告書

17/23



(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年６月30日)

１  配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年12月17日
定時株主総会

普通株式 51,075 2.5平成22年９月30日平成23年12月20日利益剰余金

平成23年５月13日
取締役会

普通株式 51,074 2.5平成23年３月31日平成23年６月22日利益剰余金

 

  (2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30日)

１  配当に関する事項

  (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年12月16日
定時株主総会

普通株式 51,074 2.5平成23年９月30日平成23年12月19日利益剰余金

平成24年５月15日
取締役会

普通株式 51,073 2.5平成24年３月31日平成24年６月22日利益剰余金

 

  (2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

末後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年10月１日  至  平成23年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２建設事業

エンジニア
リング事業

開発事業等 計

売上高       

　外部顧客への売上高 9,628,2611,035,7993,972,80914,636,870 ― 14,636,870

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

416,465 ― 1,500 417,965△417,965 ―

計 10,044,7271,035,7993,974,30915,054,836△417,96514,636,870

セグメント利益 158,121160,221549,650867,993△30,911837,081

(注) １．セグメント利益の調整額△30,911千円には、セグメント間取引消去29,079千円、各報告セグメントに配分していない

全社費用△59,991千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書上の営業利益と調整を行っております。

 

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年10月１日  至  平成24年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：千円)

 

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額(注)２建設事業

エンジニア
リング事業

開発事業等 計

売上高       

　外部顧客への売上高 9,563,8531,208,4812,266,99413,039,329 ― 13,039,329

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

680,746 ― 7,269 688,015△688,015 ―

計 10,244,5991,208,4812,274,26413,727,345△688,01513,039,329

セグメント利益 418,89787,033169,249675,180△73,269601,910

(注) １．セグメント利益の調整額△73,269千円には、セグメント間取引消去2,199千円、各報告セグメントに配分していない

全社費用△75,468千円が含まれております。全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書上の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成23年６月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年10月１日
至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益 29.42円 3.02円

　(算定上の基礎）   

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円) 601,144 61,780

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 601,144 61,780

普通株式の期中平均株式数(株) 20,429,957 20,429,364

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第53期（平成23年10月１日から平成24年９月30日まで）中間配当については、平成24年５月15日開催の取締役

会において、平成24年３月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり

中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 51,073千円

②　１株当たりの金額 ２円50銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成24年６月22日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

 

平成24年８月10日

株式会社ヤマウラ

取締役会　御中

誠栄監査法人

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　景　　山　　龍　　夫　　㊞

 

代表社員
業務執行社員

 公認会計士　　荒　　川　　紳　　示　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤ
マウラの平成23年10月１日から平成24年９月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成24年４月１
日から平成24年６月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年10月１日から平成24年６月30日まで)に係る
四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記
について四半期レビューを行った。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期
連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対
する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準
に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される
質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヤマウラ及び連結子会社の平成24年６月30日現在
の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事
項がすべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
 
 
(注) １. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提出会社

が別途保管しております。

２. 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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